
船舶事故等調査報告書 

平成２７年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４仙第１９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年４月２１日（月） ０８時５０分ごろ 

発生場所 山形県酒田市酒田港西方沖 

酒田市所在の酒田灯台から真方位２６６°６.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３８°５６.２′ 東経１３９°４０.３′） 

事故等調査の経過  平成２６年４月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船  第一章
しょう

進
しん

丸、４.９トン 

   ＹＭ３－３９４４（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート さち丸、５トン未満（長さ８.５５ｍ） 

   ２１１－１４２５９山形、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 操舵室右舷側に曲損、右舷外板に亀裂等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、酒田港西方沖において、のどぐ

ろの延縄漁を終え、酒田港へ向けて真方位約０９０°の針路及び約 

１０ノットの対地速力で自動操舵により航行した。 

 船長Ａは、操舵室中央部に立ち、目視及び４Ｍレンジに設定したレ

ーダーによる見張りを行い、Ａ船の船首が浮上して船首方に死角（視

界が制限される状態）が生じた状況で航行を続けた。 

 船長Ａは、ふだん、本事故発生場所付近海域を航行する際、多数の

遊漁船を視認していたが、平成２６年４月２１日０８時４８分ごろ、

目視及びレーダー画面で船首方に他船を認めなかったので、他船はい

ないものと思い、レーダーの電源を切った。 

 Ａ船は、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、０８時５０

分ごろ、酒田港西方沖において、その船首部とＢ船の右舷中央部が衝

突した。 

 Ａ船は、自力で酒田港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、酒田港西方

沖において、機関を停止してパラシュート形シーアンカー（以下「パ

ラアンカー」という。）を投入して釣りを行っていたところ、Ａ船と

衝突した。 



 船長Ｂは、海上保安庁に通報した後、自力で酒田港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界  良好 

海象：波向 南東、波高 約１ｍ 

 その他の事項 Ａ船のレーダーには、接近警報（他船が接近した際の警報）機能が

備えられていたものの、使用していなかった。 

船長Ａは、ふだんから、視界が良好であり、かつ、目視及びレーダ

ーで周囲に他船がいないことを確認した際は、レーダーの電源を切る

ことがあった。 

船長Ａは、本事故発生前、Ｂ船からの汽笛や叫び声などは全く聞こ

えなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

 Ａ船は、酒田港西方沖を東進中、船長Ａが、目視及びレーダー映像

で他船を認めなかったので、前路には他船はいないものと思い、船首

を左右に振るなど船首方の死角を補う見張りを行っていなかったこと

から、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、酒田港西方沖でパラアンカーを投入して漂泊中、Ａ船と衝

突したものと考えられるが、船長Ｂから情報が得られなかったため、

衝突に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、酒田港西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船がパラアン

カーを投入して漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・船首が浮上して船首方に死角が生じた際は、船首を左右に振るな

どし、死角を補う見張りを行うこと。 

・レーダーは、視界が良く、また、他船を確認できない状態であっ

ても起動させておくこと。 

 


